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定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき、定期監査を実施したので、同条第 9 項

によりその結果を提出し、かつ、公表する。 

 

記 

 

1. 監査の対象   直方市教育委員会 教育総務課 

 

① 監 査 の 期 間   令和 5年 3月  1日から 

令和 5年 3月 31日まで 

 

② 日 程 及 び 実 施 場 所 

概 要 聴 取   令和 5年 2月 27日（監査委員事務局） 

備 品 検 査   令和 5年 3月  8日（教育総務課執務室） 

令和 5年 3月 16日（旧筑豊高校） 

監 査 講 評   令和 5年 4月 12日（監査委員事務局） 

 

 

2. 監査の方法 

今回の定期監査は、令和 4年度(令和 5年 1月末日現在)における教育総務課の所管に

係る財務事務等を対象に関係資料の提出を求め、職員から説明を聴取し実施した。 

 

3. 監査の着眼点 

① 前回の指摘・注意助言事項の検討・改善が行われているか。 

② 予算執行、収入、支出及び財産の管理等の事務は適切かつ効率的に行われてい



るか。 

③ 事務事業の執行にあたっては、住民の福祉の増進、市民負担の軽減、市民サー

ビスの向上に努めているか。 

④ 事務事業の執行が法令、条例、規則、予算及び議決等に基づきなされているか。 

⑤ 文書の処理方法、諸帳簿の記帳整理は適正に行われているか。 

⑥ リスク管理（チェック体制）の整理は適切に行われているか。また、その体制

は有効に運用されているか。 

⑦ 現金の管理は適切になされているか。 

⑧ その他特に必要な事項 

 

4. 監査の結果 

指摘事項 

 

文書事務において、文書管理システムで起案された文書の「件名」と「公開件名」が

一致していないものが見受けられた。公開件名は、公文書目録として閲覧されることと

なるため、取り扱いに十分配慮されたい。 
また、教育総務課と学校教育課を合わせたコピー用紙使用量は、前年度とほぼ同量と

なっているため、削減目標に近づくように配慮されたい。 

備品の管理において、既設の金庫の扉に不具合があり、臨時的な金庫で貴重品の管理

をされているが、移動が可能な金庫と思われるため、既存の金庫の修理もしくは貴重品

の管理方法について検討されたい。 

契約事務において、随意契約を行う際には、誤った法令の理解により修繕工事や委託

契約など安易に随意契約を行わないように厳格に運用されたい。 

収納事務において、学校の施設使用料では、摘要欄に学校名が記載されていない領収

済通知書が多数あるため、学校名を記載した三連通知書を発行するように小中学校に指

導されたい。財務システムにより支出伝票を作成する時には、添付書類等に漏れや誤り

のないように、法令、条例、規則に基づき適正な事務処理を行うように望むものである。 

 

指摘項目 指摘の内容 指摘の根拠 監査委員意見 

契約事務につ
いて 

令和 4年 6月からの浄
化槽維持管理業務委託
（長期継続契約）におい
て、入札が不調となった
ため、5 月までであった
長期継続契約を 2か月間
延長する変更契約を締結
している。また、その契
約金額に年 1回の法定点
検費用の月割り額が算入
されている。 

 

地方自治法 167条の 2

第1項第8号 

競争入札に付し入
札者がないとき、又は
再度の入札に付し落
札者がないとき。 

 入札が不調であった場合
は、以前の契約を変更する
のではなく、新たに随意契
約を締結すべきである。ま
た、本契約の法定点検費用
については、割り崩さずに
各年度内のいずれかの月に
定額を算入するのが望まし
い。契約事務について、今
後適正な事務処理をされた
い。（延長された 2か月間に
は法定点検が実施されない
ため、法定点検費用の月割
り額を算入すべきではな
い。） 


